
委員・・・６東久留米市（改善有）③自主財源確保の努力⑤民間を活用した方が効率的⑦その他

○歳出が歳入の２倍もある。料金を値上げすべきではないか。
○委託内容をもう一度見直す必要がある。
○利用者別のコスト意識が希薄ではないか。利用者数も大切だが歳入の２倍もある歳出事業は本来廃
止すべきではなかろうか。全体の施設管理に工夫が望まれる。

担 当 課 の 考 え 方

・わくわく健康プラザの施設は、主に保健福祉機能として、保健センター、休日診療所、子育て支援
及び福祉支援等を行っており、また、コミュニティ機能として、集会室と体育室を市民へ貸し出しを
行っています。今後も、市民の健康を増進するための事業を推進していくとともに、貸し出し施設の
利用率をより高めるよう努めていきます。
・市民貸し出施設（集会室、体育室）の施設使用料については、「東久留米市公共施設使用料あり方
検討委員会」において、市全体の公共施設における適切な受益者負担のあり方の視点から検討中であ
ります。
・わくわく健康プラザの施設維持管理業務は、平成２７年度までの長期継続委託契約で行っていると
ころですが、今後もより効率的な維持管理運営を図っていきます。
・公共施設としてのわくわく健康プラザの機能及び役割、活用の仕方、賃貸料の減免等については、
市全体の施設活用の観点から判断をすべき内容であります。
 

委員・・・６東久留米市（改善有）⑦その他

○保健センターは事業内容をＰＲし、利用率を高めるべき。国民健康保険の医療費を削減するための
活動をすべきである。
○収益の増加やコスト意識を持たせるため、社会福祉協議会から賃料を取るべきである。

委員・・・６東久留米市（改善有）⑦その他

○当該施設管理においては｢公有財産規則」が遵守されていない（屋根の修理）。
○貸室利用に関する統計資料について、貸出単位ごとに統計を取っておらず、正しく管理されていな
い（コスト管理不行き届き）。
○社会福祉協議会に対する賃貸料は原則に従って精算されるべきである。
○施設全体の有効活用を、用途変更も含めて検討していただきたい。

○保健センターの活用度を更に向上させるためＰＲ等を強化すべき。
○わくわく健康プラザの収益改善を望む。

委員・・・６東久留米市（改善有）⑦その他
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仕 分 け 委 員 意 見 ・ 提 言

判 定 区 分
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